
 -1-

中央建設業審議会 

建設工事標準請負契約約款改正ワーキンググループ（第４回） 

令和元年１０月２４日 

 

 

【西山入札制度企画指導室長】  それでは、間もなく定刻となりますので、ただいまか

ら第４回中央建設業審議会建設工事標準請負契約約款改正ワーキンググループを開催させ

ていただきます。委員の皆様方には、ご多忙のところお集まりいただきまして、まことに

ありがとうございます。 

 なお、笹井オブザーバーは交通事情により遅れてご参加ということで連絡をいただいて

おります。 

 本日お手元に配付いたしました資料の一覧につきましては議事次第に記載しております

が、不足ございませんでしょうか。ございましたら、お申しつけください。 

 報道関係の皆様の冒頭のカメラ撮りは、議事に入るまでとさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 本日のワーキンググループには委員の過半数の出席をいただいておりますので、中央建

設業審議会建設工事標準請負契約約款改正ワーキンググループ運営要領第３条第１項の規

定による定足数を満たしていることをご報告申し上げます。 

 また、本日は、独立行政法人都市再生機構技術・コスト管理部長の高原功委員より、ご

欠席との連絡を頂戴しておりますことをご報告いたします。 

 なお、同運営要領第４条第１項により、本委員会は公開とされております。 

 これより議事に入らせていただきますが、マイクの使い方につきましてご説明をいたし

ます。お手元にマイクスタンドがございますが、こちらのボタンを押していただきますと、

赤色に光った状態になりますので、そちらの状態でご発言をいただきまして、発言が終わ

られた後は再度ボタンを押していただき、赤色の光を消していただくようお願い申し上げ

ます。こちらのマイクは少々声を拾いにくくなっておりますので、ご発言の際、お手数で

すが、マイクに近づいてお話しいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 冒頭のカメラ撮りにつきましては議事に入るまでとさせていただいておりますので、報

道関係者の皆様におかれましては、これ以降のカメラ撮りにつきましてはご遠慮願います。 

 それでは、これ以降、議事の進行については大森座長にお願いいたします。よろしくお
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願いいたします。 

【大森座長】  それでは、早速ですが、議事次第に入らせていただきたいと思います。

建設工事標準請負契約約款改正案につきまして、事務局のほうからご説明をお願いします。 

【平林建設業政策企画官】  では、事務局より資料の説明をさせていただきたいと思い

ます。資料はいろいろとついてございますけれども、まず資料５をご覧いただきながら適

宜、私のほうでは基本的には公共約款に基づきまして資料１でございますけれども、２回

目、３回目でさまざまな論点についてご議論いただきましたけれども、なかなか条文がな

いと議論しづらかった部分もあると思いますので、今回、皆様方に２回目、３回目にご議

論いただいたものを踏まえて、公共約款、甲、乙、それから下請、それぞれにつきまして

条文案を準備させていただきました。主として、残された論点というのを資料５のところ

に整理させていただいておりますので、そちらのほうを順次説明をさせていただきながら、

条文案としては主に資料１を見ていただくということで話を聞いていただければと思って

おります。後ほど、資料６ということで、主としては今回の建設業法改正を受けた改正と

いうものもあわせてご説明をさせていただきますけれども、通しでご説明をさせていただ

きたいと思います。少し長くなるかと思いますが、ご容赦をいただければと思ってござい

ます。 

 それでは、まず資料５をお開きいただきたいと思います。第２回・第３回の指摘事項に

関する整理についてということで、まだ残されている論点というふうに捉えていただけれ

ばと思います。 

 １枚おめくりいただきまして、１ページ、まずは２回目で大きくご議論いただきました

譲渡制限特約の関係でございます。公共約款では第５条ということになりますので、あわ

せまして資料１の６ページのところもご参照いただければと思います。ここの部分ですけ

れども、会議の中では私どものほうでも２案ほど説明させていただきましたけれども、単

純な解除権だけ規定すればいいのではないかといったようなご意見は複数の方からも頂戴

いたしました。また、前回、「工事の目的物の完成に支障がないこと」を説明した場合には

譲渡を認めてもいいのではないかというような考え方をお示しさせていただきましたけれ

ども、それに対しましては、具体的にどういう証明をすれば支障がないというふうに言え

るのかといった指摘をいただいたところでございます。 

 これを踏まえましてということですが、横のポンチ絵の次のページに条文案も書かせて

いただいておりますので、そちらとあわせてごらんいただければと思いますが、まず、原
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則として、現行と同様の譲渡制限特約は維持する、それから、違反した場合の約定解除権

を規定すると。ここまでは委員の皆様方の共通認識と思ってございます。 

 一方で、公共約款につきましては、前回も、譲渡制限特約をもとに解除をすることが権

利の濫用に当たるかもしれないということで、そこのところに少し議論があったわけでご

ざいますけれども、譲渡制限特約の単純な違反を解除要件とするという場合ですと、最終

的にそれが権利の濫用に当たるかどうかというのは、訴訟等になって判例が出ないとわか

らないというところではありますけれども、そういった訴訟リスクという観点から、これ

を避けたい発注者の方もいらっしゃるのではないかと思います。そういった場合も想定い

たしまして、下の２ページ目の案ではＢというものになるわけですけれども、一定の場合

に発注者の承諾を義務づける規定というのを設けてはいかがと思ってございます。 

 それから、「工事の目的物の完成に支障がないこと」を証明するのはどうやってやるのか

ということでございますけれども、まずは、受注者が工事の施工に必要な資金が不足する

ということを疎明し、発注者側が確かにそうだなと思える程度に説明をしていただいたと

きには、発注者は譲渡を承諾しなければならないというたてつけにいたしまして、あと、

工事の目的物の完成については、譲渡によって受け取った資金が適切にその工事に使用さ

れることが必要になると考えておりますので、ちょっとここの部分は後ほど補足で説明を

させていただきますが、具体的には、譲渡によって受け取った金銭をその工事の材料費や

下請代金の支払いに充てることなどを疎明するということが求められるのではないかなと

考えております。 

 それを踏まえまして、２ページ目のところに条文を書かせていただいておりますけれど

も、Ａを原則にしておりますが、これは単純に譲渡制限特約に違反したということをもっ

て、即、約定解除を発動するということでございます。発注者の催告解除事由ということ

で、上の第５条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したときという書きぶりにな

ってまいります。 

 Ｂの方は、今申し上げました、一定の場合に発注者の承諾を義務づける場合、訴訟リス

クを考慮した場合でございまして、一番上の丸の「第５条第１項」と書いてある部分は同

じでございますけれども、次の２つ目の丸のところで、条文上は第５条第３項ということ

になりますけれども、「受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的

物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理

由がある場合を除き、第１項ただし書の承諾をしなければならない」という規定を設けま
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して、その次に第４項、「受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場

合は、請負代金債権の譲渡により得た金銭をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使

用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない」とい

うことで、ほかの工事に使ってはいけませんよという禁止規定を設けます。最後に、発注

者の催告解除事由として、もちろん譲渡したこと自体というのを書くというのもあるので

すが、２つ目のポツとして、今の第４項の規定に違反して違う目的で資金を使ったとき、

もしくは書類の提出を求めますので、それを提出しないとか虚偽記載をしたということを

もって催告解除というふうにするというたてつけになっているところでございます。 

 一方、民間のほうについてですけれども、こちらは民間の約款の甲でいきますと、こち

らも同じく第６条ということになりますので、複数の資料になりまして恐縮でございます

が、資料２の５ページということになります。こちらの条文とあわせてごらんいただけれ

ばと思います。下のほうに条文のイメージは書かせていただいておりますので、そちらを

ごらんいただくことでも結構かと思いますが、前回、譲渡禁止特約を認めるか否かについ

ては目的で分けて書いていたのに、解除事由については実際に何に金を使ったかという使

途によって決めているということにずれがあるのではないかというご指摘をいただいたと

ころでございます。 

 このご指摘を踏まえまして、民間の方ということですけれども、そこのポンチ絵でいき

ますと、第Ｘ条のところは、発注者、受注者は譲渡禁止特約がありまして、「ただし、あら

かじめ相手方の承諾を得た場合又はこの契約の目的物に係る工事を実施するための資金調

達を目的に請負代金債権を譲渡するとき」ということで、これも条件として、先ほど公共

のところで申し上げたものと同じでございますが、前金払や部分払等を設定したものであ

るときは、それらによってもなおこの契約の目的物に係る法律の施工に必要な資金が不足

することを疎明したときに限るという場合については譲渡してもいいですよということに

するのですが、次の第Ｙ条、条文的にいきますと民間の甲のほうの６ページの第３項とい

うところになりますけれども、「受注者は、第Ｘ条の規定により、この契約の目的物に係る

工事を実施するための資金調達を目的に債権を譲渡したときは、当該譲渡により得た資金

を当該工事の施工以外に使用してはならない」ということで、ほかのものに使ってはいけ

ませんよという禁止規定を設けまして、先ほどと同様ですが、それに違反していないとい

うことを疎明する書類の提出などの報告を求めることができるということになっておりま

して、それらを踏まえて、催告解除事由としては、もちろん単純に請負代金債権を譲渡し
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たときというのも規定をするのですが、先ほどの公共と同様に、譲渡によって得た資金を

ほかのものに使ってしまいましたという、別の使途で使いましたということですとか、あ

とは報告を拒否もしくは虚偽の報告をしたということをもって催告解除ができるという格

好にしてはいかがかと考えているところでございます。 

 あと、ここの部分でございますが、あわせて、譲渡制限特約については、次の、ポンチ

絵でいきますと４ページ目でございますけれども、条文でいきますと公共約款の第４７条、

資料１の３９ページでございます。今、この譲渡制限特約の約定解除については、前回は

無催告解除ということで整理をしておりましたが、催告解除とすべきではないかというご

意見を頂戴したところでございます。今回、先ほどご説明申し上げましたとおり、債権を

譲渡した場合にはそれを適切にこの工事に使わなければならないという規定を設けまして、

その条項に違反したときに契約を解除できるということにしているところでございます。

したがいまして、当該条項の違反を是正する、具体的にはというところを少し次に書かせ

ていただいておりますけれども、譲渡制限特約に違反して譲渡した債権関係を元に戻すな

ど違反状態の解消を催告するということなのかなと思っておりますが、それを催告して是

正されない場合には解除するということで、今回、催告解除、第４７条の中で整理をさせ

ていただいております。 

 ただ、ここの部分についてもう一つ考え方としてあるかなと思っておりますのは、禁止

規定にもともと違反しているということでございますので、そもそも催告の余地があるの

かどうなのかというところは、もともと無催告と整理していたところを催告というご意見

をいただいたのでそのように整理をさせていただいたのですが、禁止規定を設けたという

ことによって無催告でもいいのではないかという考え方もあるかと思いますので、ここの

ところは後ほど少しどちらで整理をするのかということのご意見をいただければありがた

いなと思っているところでございます。 

 続きまして、５ページ目でございますけれども、同じく譲渡制限特約のところでござい

ますが、前回ここも、トータルで資金が回っていればよくて、使途違反による解除までは

必要ないのではないかというご指摘をいただいていた部分でございます。そこにちょっと

イメージ図を書かせていただいておりますけれども、もちろん個々の工事の完成というこ

とでいけば、全体の整理でいえば、下の図のようにうまく回っていればそれぞれのＡ工事、

Ｂ工事というのは結果として完成することになるわけでございますけれども、これはいわ

ゆる自転車操業の経営ということになってまいりまして、そこの図でいきますと、Ｃ工事
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の発注者からすると、自分の工事に充てるべきお金はＢ工事に充てられていて、その次の

Ｄが来るかどうかというのは、工事は請負産業でございますので、依頼が来ないと仕事が

来ないということですから、来るかどうかがわからないということでございます。したが

いまして、Ｃ工事の発注者の方からすると、自分の工事はちゃんと完成してもらえるのか

といったところに非常に大きな不安を思われるということではないかと思ってございます。 

 そういった建設工事の完成という観点もございますし、あと、建設業特殊の事情かとは

思いますが、特に下請負人の保護という観点からもこの部分、債権譲渡により資金を受け

取ったときにはその工事に使用するということが必要だと思っておりまして、その部分は

６ページ目をごらんいただきたいと思います。下の方に建設業法の条文、第２４条の３と

第２４条の６というのがございますので、こちらを見ながら聞いていただければと思いま

すが、まず建設業法の第２４条の３というところでは、元請負人が注文者から請負代金の

支払いを受けたときの下請負人に対する下請代金の支払いについて規定をしている条文で

ございます。これは本来的には当事者間の合意で下請契約で決めればいいものではあるの

ですけれども、なぜこの条文が設けられているかということでいきますと、建設工事の請

負契約の実態を見ると、元請負人は、その経済的事情により、注文者から支払われた工事

代金を下請代金の支払いに充てることなく他に転用して下請負人を不当に圧迫すると。ほ

かに使ってしまったのでまけてくれとか、そもそも払わないということだと思いますが、

ということが少なくないので、このような不公正な取引を排除するためにこのような規定

が設けられているというところでございます。 

 あわせまして、建設業法の第２４条の６のほうでも、建設業法全体のたてつけといたし

まして、下請の分も含めて元請が全体的な責任をとっていただくということで、特定建設

業者に対しまして下請の指導義務というのが規定されております。したがいまして、元請

業者としても、下請の話だから知らないということで放っておくわけにはいきませんで、

仮に下請の中で債権譲渡に伴って工事を完成しないということになれば、最終的には当然

その目的物の一部が完成しないことになりますので、元請負人の全体の責任ということに

もなってまいります。元請負人としても、下請負人が適切に賃金の支払い等を行っていた

だくということをしっかりと期待しておりまして、その期待もあわせて保護をする必要が

あると思っておりまして、ここの部分は建設工事、建設業の実態、特殊性という観点から、

やはり個々の工事のお金を、条文のたてつけも見ていただきますとそのようになっている

かと思いますけれども、上から流れてきたお金をそのまま受注者、下請のほうに流してい
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くという体系になっておりますところ、ここの部分については、その工事のお金はその工

事に充てるということが建設工事については必要かと思っているところでございます。 

 続きまして、横のポンチ絵の７ページ目のところをごらんいただければと思います。無

催告解除の部分でございまして、こちらは公共約款、資料１の４０ページ、第４８条です。

ここに無催告解除の要件が幾つか書いてあるわけでございますけれども、前回、私ども事

務局のほうで民法に書いてある規定をそのまま入れさせていただいていたところでござい

ますけれども、こちらについて、民法のままではなくて、建設工事の場合に対応する表現

にしっかりと直して、実態に即して書くべきではないかというご指摘をいただきました。

それを受けまして、少し各号ごとに検討させていただいております。まず、ここの部分の

全体の整理でございますけれども、民法の原則が書いてあるものを、ここの約定の部分で

上書きした規定として整理をするのかなと考えてございます。建設工事について、ここは

少し考え方の整理としてどうするかというところはあるのですが、標準約款などであまり

ないものは書かないという整理もあるのかとは思いますけれども、一方で、民法に書いて

あるものを書かないという判断をすると、民法に書いてある要件を満たしていてもできな

いというふうに読めなくもないというところでございますので、基本的には、今の事務局

の案としては、レアケースだとしても一応そういう場合があり得るということで書いて、

全くないという場合を除いては書いておくということで案を示させていただいているとこ

ろでございます。 

 民法の原則が丸のところに書いてありますけれども、まず、債務の全部の履行が不能で

あるときということについては、完成前については、この契約の目的物を完成させること

ができないことが明らかであるとき、完成後については、引き渡された契約の目的物に契

約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ契

約の目的を達成することができないものであるときということで、これを、資料１の４０ペ

ージですが、第４８条の１号、２号のところで整理をさせていただいております。 

 民法の原則、次の丸の部分、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表

示したときについては、これは文言を置きかえただけですけれども、受注者がこの契約の

目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したときということで、これを

３号のところに書かせていただいております。 

 それから、８ページ目でございますけれども、債務の一部の履行が不能である場合又は

債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する
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部分のみでは契約をした目的を達することができないときという部分につきましては、こ

こも置きかえますと、受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務

の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約

をした目的を達することができないときということで整理をさせていただいておりまして、

これは４号のところに書かせていただいております。 

 それから、民法の次の丸ですけれども、契約の性質又は当事者の意思表示により、特定

の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合

において、債務者が履行をしないでその時期を経過したときということについては、契約

の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけれ

ば契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時

期を経過したときということで、これを５号のところに整理をさせていただき、最後の丸、

前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をして

も契約をした目標を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき

ということを同じく罰則の規定として６号のところで整理をさせていただいております。 

 今の５号の部分と関係してきますけれども、次の、ポンチ絵でいきますと９ページのと

ころをごらんいただければと思いますが、履行遅滞の場合の催告解除と無催告解除をどう

いうふうに理解するのかということで、一応今の事務局の案では以下のように整理をさせ

ていただいております。催告解除の部分でいきますと、資料１の第４７条、実質的には

４０ページでございますが、前回も少しご紹介しましたが、４７ページの４号のところも

あわせてごらんいただければと思います。催告解除権として、「工期内に完成しないとき又

は工期の期限の経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき」と

いうことが書いてございます。これは現行、「完成する見込みがないと明らかに認められる

とき」と書いてあるのを、催告解除に整理するということで「明らかに」を取って移動さ

せたというのが前回お示しさせていただいたものです。これを何で催告解除に整理したか

といいますと、前回ご説明申し上げましたけれども、今回の資料の９ページの２つ目のポ

ツのところに書いてございます。基本的に今の条文で設けられている趣旨は、「工期内に工

事が完成しないとき又は工期の期限の経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがない

ときであっても、催告を行うことで受注者の努力によっては遅れを取り戻すことが期待さ

れる」ということで、一応催告解除ということで整理をしているということでございます。

例ということで言えば、ダムとか道路とかです。引き渡しがおくれた場合でも、引き渡し
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後に利益を生むということであれば、供用することに意味がある、利益があるということ

かと思います。 

 一方で、前回ご指摘をいただきましたけれども、無催告解除のほうにつきましては、「決

まった日に完成しないときには、当該目的物が全く役にたたず、催告を行い履行がされた

としても意味をなさない」というものでございまして、国立競技場がどうかというのはあ

るのですが、例えばの例でいきますと、国際大会の中継放送に利用するための仮設工作物

とかについては、もうそれにしか使わないというものでございますので、そこに間に合わ

なければ意味がないというものになろうかと思っております。 

 よって、今申し上げましたとおり、資料１の４０ページですけれども、催告解除の部分

については第４７条の４号、それから、無催告解除のほうについては第４８条の５号のと

ころでそれぞれ整理をさせていただいているところでございます。 

 それから、横のポンチ絵の次、１０ページに参りますけれども、これは公共約款の第

４５条でございます。３８ページをごらんいただければと思います。契約不適合責任の関

係でございますけれども、過分な費用を要する場合と履行不能の関係について整理をする

必要があるのではないかということをご指摘いただいております。この部分につきまして

は、過分な費用を要するときには履行不能として扱うというのが物の本の解釈ということ

になっておりまして、民法の原則に従えば、履行不能による代金減額請求とか損賠請求で

処理をするということになろうかと思います。この点、約款のほうでも、条文をごらんい

ただきますと３８ページ、第４５条の１項のただし書きの部分ですけれども、過分の費用

を要する場合は履行の追完請求ができないということになっておりまして、履行不能を代

金減額請求、損賠請求で処理するということになっているのは民法の原則と同じになって

いるところでございます。したがいまして、どちらであっても実態は変わらず、確認的に

約款のほうに記載をしているというふうなものだと思ってございます。この部分は確認的

ということなので、書かなくてもいいという考えもあるかとは思いますけれども、記載は

残すべきというご意見があったことも踏まえて、確認的に引き続き記載を残すということ

で、条文案のほうとしても残させていただいているところでございます。 

 それから、横のポンチ絵の１１ページ、ここからが、もう一つ前回特に大きな議論にな

りました担保期間の関係でございます。公共約款でいきますと第５５条でございますので、

資料１の４８ページをあわせてごらんいただければと思います。まずは、請求等々を、一

応２年ということにしておりますが、何年以内にしなければならないということがござい
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ますが、請求について具体的に何をすればいいのかと。現行の判例が、実質上、法律が変

わったことによって意義を失っているので、どういうふうな手続をするのかというのを約

款上で規定をしておいたほうがいいのではないかというご意見を前回賜ったところでござ

います。ここの部分につきましては、まず判例については、売主に対して具体的に瑕疵の

内容とそれに基づく損賠請求をする旨を表明し、請求する損害額の算定の根拠を示すなど

して、売主の担保責任を問う意思を明確に告げる必要があるというふうにされているとこ

ろでございます。一方、買主にここまでの負担を課すことは過重ではないかというふうに

ご指摘をいただいていることを踏まえて、改正民法のほうでは、契約不適合を知ってから

１年以内に通知をすればいいということになったところでございます。通知につきまして

は、細目にわたるまでの必要はないけれども、不適合の内容を把握することが可能な程度

に不適合の種類とか範囲を伝えるということが想定されているようでございます。 

 こういったものを踏まえまして、この約款の中でどういうふうにするかというのを３案

ほど１２ページのところに示させていただいておりますけれども、①といたしまして、こ

れは民法の原則に近い世界でございますが、契約不適合の内容とそれに基づく権利行使を

する旨を表明するというのが１つ。②としては、これは現行の判例の解釈に近いものです

けれども、請求の根拠を提示する、損賠であれば損害額の算定の根拠までお示しいただく。

③はないと思いますが、一応理論上は裁判上の権利行使まで求めるというところでござい

ます。ここの部分は主として①と②のどちらかということかとは思っておりますが、この

約款のほうでは、前回ご説明のとおり、後ほども少し出てまいりますけれども、担保期間

の制限を設ける一方で、発注者の方が不利にならないように、「知ってから１年以内の通知」

というものについては適用しないというふうにしておりますので、ある意味では現行の世

界に近い部分なのかなと思ってございます。したがいまして、もちろん新しい判例が出て

くればそれに基づいて修正をしていく必要もあろうかとは思っておりますけれども、これ

までの判例を引き継いで、②の請求の根拠を提示する、損賠であれば損害額の算定の根拠

までお示しいただくということを求めてはどうかという案を提示させていただいていると

ころでございます。 

 それから、次の１３ページ、担保期間の関係、あわせて１４ページの表もごらんいただ

ければと思いますけれども、前回、一律基本的に２年ということをご説明いたしましたけ

れども、公共約款のほうで設備工事については１年というふうになっているけれども、こ

れを２年にするなら整理が必要なのではないかというご指摘をいただいたところでござい
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ます。現行の約款は、確かに設備工事等の場合については１年ということになっておりま

すけれども、設備工事等の部分についても施工の部分と売買によって入手する機器の部分

というのがあろうかと思っております。今回、民法のほうでも、木造云々、コンクリ造云々、

木工作物といったような建設工事の区分については設けないということになったところで

ございまして、引き続き我々の約款のほうで残しているのは民間の甲のほうですけれども、

建築設備の機器、室内装飾、家具等の瑕疵ということで、物の性質としてそこまで持たな

いですよねというものについて、特則を設けて１年に短くしているということでございま

す。基本的には工事についての区分をそもそもしないという考え方を踏まえまして、設備

工事についても施工の部分がございます。この部分はほかの部分と同じだということで、

一律２年ということに原則整理をさせていただきまして、物として持たない部分、民間の

甲でいきますと建築設備の機器、室内装飾、家具等といったところでございますけれども、

こういった部分については１年にするのかなと思ってございます。したがいまして、公共

約款のほうでも、今は特に公共のほうはその意味でいうと物の特則は設けられていないの

ですが、公共約款は土木が中心だということもあろうかとは思いますけれども、１年の特

則の部分について、１４ページの改正案の根拠のところに書いておりますけれども、設備

機器等については１年ということで整理をしてはいかがかなと思っているところでござい

ます。 

 ここの部分で、１年の手前に「一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合は」と

書いてございますが、そこの部分は次の１５ページのところで説明をさせていただいてお

ります。これは現行、「隠れた瑕疵は」と書いてある部分でございますが、ここの部分も「隠

れた」という表現については民法から削除されましたので、使用する場合には定義が必要

ではないかというご意見を前回賜ったところでございます。この「隠れた瑕疵」につきま

しては、取引上要求される一般的な注意では発見できない瑕疵を意味するというふうにな

っておりまして、約款のほうでもこの意味で使っているということでございます。民間の

ほうでも、発注者が引き渡しを受けるとき、監理者が検査して、もし瑕疵があるときはと

いうふうに今規定されておりまして、「隠れた瑕疵」というのは一般的に検査をして検証す

るわけですけれども、検査が一般的な注意のもとで行われた場合において発見できなかっ

たものというものを指すのであると考えているところでございます。したがいまして、「隠

れた瑕疵」については、一般的な注意のもとで発見できなかった契約不適合というふうに

整理をさせていただいておりますけれども、ただ、この部分にしか出てこないものでござ
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いますので、定義を置くまでの必要はないのかなと考えているところでございます。 

 それから、もう一つ担保期間の関係で、次の１６ページでございますけれども、これは

民間のほうにしか出てこない条項になりますので、条文でいきますと第３９条、資料２の

２７ページでございますが、ポンチ絵の下のほうにも同じ条文が書いてございますので、

そちらのほうをごらんいただければ十分かと思います。現行、特則で１年になっている部

分につきまして、民間の甲と乙で規定ぶりが違っております。平成２２年改正後という下

の部分をごらんいただければと思いますが、民間の甲については、先ほど申し上げました

とおり、建築設備の機器、室内装飾、家具等と書いてありまして、民間の乙のほうについ

ては、造作、装飾、家具と書いてございます。これが違うのが何でだということなのです

けれども、経緯を調べますと、平成２２年までは、その表の上の欄でございますけれども、

甲、乙とも現行の乙と同じ書きぶりになっておりまして、期間も６カ月ということになっ

ておりました。これを、逆に言うと、なぜ甲のほうを変えたのかということでいきますと、

平成２２年のときに、甲については建築等々で使われております旧四会約款というのがご

ざいまして、こちらのほうの実務にあわせて表現ぶりを、このときに、造作、装飾、家具

から、建築設備の機器、室内装飾、家具というものに変えたというところでございます。

その意味では、別に対象が変わっているわけではなくて、実態に応じて表現を変えたとい

うふうな理解でよろしいのかと思っておりますけれども、甲のほうは文言を変えたのです

が、基本的に旧四会約款は対象が甲の部分でございますので、乙について表現を変えなか

ったものでございます。 

 ただ、民間の甲、乙はもともと同じものを対象にしていて、旧四会約款と並びを整える

ときに、何か違うものを対象にしようとか、これまで対象になっていたものを除外しよう

というような意図で改正をしたものではないというふうに理解をしておりますところ、今

回、今、ずれが生じているのが非常な気持ち悪い部分がございますので、対象としている

ものは基本的には前も変わらなかったし、今も変わっていないという理解のもと、実態に

即しまして、今回、乙のほうについて民間のほうの表現と同じ表現にそろえるということ

で整理をしてはいかがかなと考えてございます。その関係で、あわせて期間のほうも１年

ということで、前回お示しのとおり、整理をさせていただくのかなと考えてございます。 

 こういったような部分が今回の資料の中ではまだ修正案として反映し切れていないので

すけれども、旧四会約款のほうで実務上取り扱われてきた表現でこれまでの経緯の中で少

し変わっている部分がございますが、必ずしも民間の甲ですとか乙の中で表現が変わって
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いない部分というのもございます。こちらの部分はどこまで表現ぶりをそろえるかという

ことは少し事務局のほうで検討させていただいて、次回のほうでまた少し案をお示しさせ

ていただければと考えているところでございます。 

 ここの部分は以上でございまして、続きまして、横のポンチ絵の１７ページをごらんく

ださい。これは民間のほうにしか出てこない条文でございますので、資料２、民間の甲の

一番頭、２ページ目から３ページ目にまたがっている部分でございますが、そちらのほう

をごらんいただければと思います。前回、民間と下請契約の契約書には保証人を書く欄が

ございますけれども、事務局のほうからは、あまり使われている実態がないのであれば標

準約款としては書かずに消してしまってもいいのではないでしょうかというご提案をさせ

ていただきました。会議の場でも使っていますという発言をいただきましたけれども、そ

の後、事務局のほうから各団体さんのほうに確認をさせていただきましたところ、保証人

欄はそこそこ使っていますというお答えでございました。したがいまして、特に使ってい

るという実態があるのであれば消す理由もないかと思っておりますので、引き続き保証人

欄を残すということにいたしました。ただ、今回の民法改正によりまして、これが根保証

である場合には保証の限度額を書かないと無効になるということでございますので、その

位置を明確に示すために、保証の限度欄の項目を設けまして、注書きで、根保証である場

合にはこの限度額を書かないと無効になりますよというノーティスをしておいてはいかが

かと考えているところでございます。 

 それから、ポンチ絵の最後、１８ページでございますけれども、これは２回目あたりで

いただいたご意見だったかと思いますが、現行の約款のほうでは、これも今の条文でいき

ますと、受領遅滞について規定がないけれども、いいのかというご指摘をいただいていた

ところでございます。 

 ここの部分ですけれども、整理といたしましては、条文上では同じく資料２の１９ペー

ジ、民間の甲の第２８条をごらんいただければと思います。まず、どこに書くかというこ

とですけれども、少なくとも公共については受領遅滞ということは基本的に想定されませ

んので、公共については規定をする必要がないのではないかなと考えております。一方で、

民間については書いたほうがいいのではないかということで、実態上そういうことがある

ということでございますので、条文でいきますと第２８条の５項と６項のところでござい

ますけれども、現行の引き渡しに関する部分に、受領遅滞ということで、５項、発注者が

引き渡しを拒み又は引き渡しを受けることができない場合において、受注者は、引き渡し
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を申し出たときからその引き渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもっ

て、その物を保存すれば足りると。６項のところで、注意義務を果たしても、生じた費用

は発注者の負担とするという規定を書かせていただいております。これは民間の乙も下請

も同じということで、受領遅滞については、公共については書きませんけれども、民間に

ついては記載してはどうかということで書かせていただいております。 

 あと、資料のほうには入ってございませんけれども、前回までにいただいた点を少し補

足させていただければと思います。 

 まず第６条の関係で、資料１、公共約款の６ページをごらんいただければと思いますが、

第５条でございます。第５条の第１項の注書きのところをごらんいただければと思います

けれども、前回、工事が完成した後については債権譲渡をしても完成に対する期待が損な

われることはないので、ここはいいでしょうという整理になりましたけれども、工事の完

成というのがいつなのかということの時点がわかりにくいというご指摘をいただいており

ました。ここの部分については、譲渡制限を認めることについて、その時点が工事検査の

完了後であるということを明確にすべく、第３２条２項の検査に合格した後にということ

で書かせていただいているところでございます。 

 それから、同じく公共の約款の第５２条、４３ページでございますけれども、ここの部

分、「解除に伴う措置」というのが書いてございますけれども、第１項のところで、もとも

と「利益を受ける場合は」というのが書いてございましたが、これは書く必要がないので

はないかということをご指摘いただいていたところでございます。まず、工事の完成後の

取り扱いについては、資料１の４５ページ、同じ第５２条の第９項のところですけれども、

前回も少しお示しをさせていただいておりますが、その取り扱い全てを、発注者はこの工

事の完成後にこの契約が解除された場合は解除に伴い生じる事項の処理については、発注

者、受注者及び監理者が民法の規定に従って協議して決めるということで、当事者にお任

せになっているところでございますので、全てを協議事項に委任するということかなと思

っております。一方で、工事の完成前の解除につきましては、公共と下請については現行

の規定をそのまま維持いたしまして、民間については民法改正の内容を反映して、利益に

応じて請負代金を支払う必要があるということを明記いたしまして、その他につきまして

は協議事項として処理をするということでいかがかなと考えているところでございます。 

 それから、次の第５３条、資料１でいきますと４５ページから４６ページにまたがると

ころでございますけれども、現行の履行遅滞などによる損賠で拾えない納品のおくれとか
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についてはどういう措置になるのかということでございます。ここについては４６ページ

の第１項の第４号にございますけれども、「前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従っ

た履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき」という、いわゆる罰則の規定がご

ざいますけれども、ここの部分で拾うことができるのではないかなと考えているところで

ございます。また、履行遅滞に対する賠償請求と瑕疵などによる場合の損賠が両立するの

かということでございますが、ここについては両立するのではないかと考えてございまし

て、それぞれの事由について該当するときにはそれぞれ請求することができるのではない

かなと考えているところでございます。 

 それから、次の第５４条、４８ページでございますけれども、まず先に下のほうをごら

んいただければと思います。現行の第４５条と書いてあるところですけれども、発注者の

責めに帰すべき理由により云々ということが書いてございますが、現行の約款では損賠の

帰責事由の証明が賠償側にあると捉えられるような条文になっているので、これを修正し

てはどうかというご指摘をいただいておりました。ここの部分の説明を損賠を受ける側に

転換するように、上のほうに書いてございますけれども、損賠の条文のほうを修正させて

いただいております。具体的には、「発注者の責めに帰すべき事由により」というのを削除

させていただいておりまして、民法に合わせたただし書きを書かせていただくということ

で修正を図らせていただいているところでございます。 

 以上が資料５の関係でございます。主としての民法改正を受けてという部分ですが、続

けて、あわせまして資料６のほうをご説明させていただきたいと思います。その他改正事

項についてという、横のポンチ絵をごらんいただければと思います。 

 まずは、今申し上げましたとおり、建設業法改正に伴う改正事項ということで幾つかご

ざいますが、２ページ目をごらんいただければと思います。そこに改正建設業法の第１９条

という条文がございます。第１９条は契約書にこういうことを書かなければいけないとい

う項目が列記されている条文でございますけれども、今回、働き方改革を促進するという

観点から、第４号になりますけれども、工事を施工しない日又は時間帯の定めをするとき

はその内容を書くということになっているところでございます。 

 ここの部分でございますけれども、公共約款、資料１の１ページ目をごらんいただけれ

ばと思いますが、約款の契約書の部分に、同じくこちらも第４号ということで、工事を施

工しない日、それから、工事を施工しない時間帯という欄を設けまして、ただ、ここの部

分は、先ほど条文で申し上げましたとおり、「定めをするときは」ということになっており
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ますので、これは定めないときには削除するという旨の注意書きを付してはいかがと思っ

てございます。 

 続きまして、横のポンチ絵の３ページですけれども、今回の改正建設業法で、イメージ

図としては、ちょっとページ番号が入っておりませんが、次の４ページのイメージ図をご

らんいただければと思います。ざっくりと申し上げますと、今の制度でいきますと、それ

ぞれの工事ごとに元請業者としては監理技術者を専任で置かないといけないということに

なっておるのですけれども、今回の法改正によりまして、技師補という、法律上は監理技

術者補佐という名前なのでございますが、この監理技術者補佐、技師補を専任で置いた場

合には監理技術者の現場兼務を可能にするという制度を新たに創設させていただいたとこ

ろでございます。この関係で、公共約款、資料１でいきますと１１ページの第１０条をあ

わせてごらんいただければと思います。現行の条文でいきますと、受注者について、現場

代理人とか主任技術者、監理技術者なりを決めたときには、それを発注者に通知しなけれ

ばならないということになってございます。括弧のところには、これが専任かどうかとい

うのを書いていただくことになっておるのですけれども、ここの部分は今回、監理技術者

補佐が専任で置かれれば監理技術者は現場兼務が可能ということで、兼任ということにな

るわけでございますけれども、ここの監理技術者のところに書かれてくる内容ですとか、

ちゃんと要件を満たしているかどうかというところに影響が出てくるということでござい

ますので、今回の法改正にあわせまして、Ｃということで監理技術者補佐、技師補につい

ても発注者への通知対象に追加をしようということでございます。 

 横のポンチ絵の５ページ目をごらんいただければと思いますが、建設業法改正を踏まえ

て、もう一つ、今回改正建設業法のほうで第１９条の５という、上のほうの条文がござい

ますが、注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に

比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならないということで、建設業

法の中に工期という概念が追加されたところでございます。現行の約款の、公共でいきま

すと第２１条、ページでいきますと２０ページでございますけれども、下のほうをごらん

いただければと思いますが、現行の条文ですと第２２条になるのですけれども、ちょうど

真ん中ぐらいでございます。線が引っ張ってございますが、第２２条の２項のところで、

「発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理

由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更

を請求することができる」ということで、改正建設業法第１９条の５と真っ向から反対方
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向に向かっているような条文が実は存在をしているというところでございます。 

 特にこの部分なのですけれども、改正建設業法とあわせて成立いたしました改正品確法、

これは公共工事だけに適用されるものでございますけれども、この中で第７条のところに

「発注者等の責務」というのが記載されておりますが、この第６号のところで、今回ここ

は追加された部分ですが、「公共工事等に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正

に確保されるよう、公共工事等に従事する者の休日、工事等の実施に必要な準備期間、天

候その他のやむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮

し、適切な工期等を設定する」というのが発注者の責務になっているところでございます。 

 こうしたものを踏まえまして、特に公共工事では、個々の労働者、公共工事等に従事す

る者という文言になっておりますけれども、に配慮をした上でというような規定になって

ございますので、公共工事の規定につきましては、資料１の１９ページから２０ページに

またがるところで恐縮でございますけれども、延長も短縮も双方、第１９条の５にかかっ

てくるところでございますので、統一的に延長とか短縮が出てくる前のところに、著しく

短い工期の禁止ということで、「発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に

従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由によ

り工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない」ということ

で、もちろん建業法も踏まえておりますが、この改正品確法の趣旨を入れさせていただい

ております。 

 一方で、民間約款と下請約款には品確法は適用されませんで、建業法の第１９条の５だ

けが適用されるということになりますので、ここの部分については建業法と同じ規定、具

体的には、「発注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工するため

に通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない」ということを規

定してはいかがかなと思ってございます。 

 それから、資料にはなっておりませんが、１点、建設業法の関係で従前の会議のときに

ご指摘をいただいていたものにお答えをさせていただきますと、公共の資料１でいきます

と７ページの第７条の２でございますけれども、ここのところに、今、下請負人の通知の

ところで、要するに、保険に入っていない人を下請負人にしてはいきませんという規定が

設けられているところでございます。改正建設業法のほうでは社会保険に入ることという

ことを許可要件化いたしましたので、この部分は必要ないのではないかというようなご指

摘をいただいたところでございます。ただ、法律が来年の１０月１日に施行される予定で
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ございますけれども、そこから新規で許可を取得する、もしくはそれ以降、許可は５年間

でございますけれども、５年間の更新を迎えた以降については保険に入るということが義

務になっておりますけれども、既に許可業者になっている方については許可の更新のタイ

ミングが来るまでは義務がかかっていないというところでございます。したがいまして、

当面、一巡する法律の施行から５年につきましては、この条文は引き続き維持をさせてい

ただきまして、５年たてば全ての許可業者が完全に保険に入っているということになりま

して、この条項をあえて設けておく必要もないということになりますので、法施行後５年

をもって削除するということにしてはいかがかなと思ってございます。 

 今、第７条の２ということで枝番になっておりまして、これまでも基本的には条文を幾

つか追加をさせていただいたのは全部条をずらして枝番がないような形で措置をさせてい

ただいておりますので、今回追加で入れた条文も枝番がないように後ろがずれている格好

になっておりますけれども、ここの部分の第７条の２についてはそのうち削除するという

ことでございますので、引き続き、今の第７条の２という規定のまま置いておくというこ

とにしてはいかがかなと思ってございます。 

 それから、資料６、横のポンチ絵に戻っていただきまして、建設業法の関係は以上でご

ざいますが、最後に、その他ということで、１点、ちょっと実務上の問題、紛争を解消す

るという観点で措置をしたいと思っておりますのが７ページ目でございます。これは公共

約款の第４条の関係でございますので、資料１の４ページをあわせてご参照いただければ

と思いますが、前回、平成２９年に約款改正をしておりますけれども、そのときに破産管

財人による契約解除の場合についても損賠請求の対象にするという改正をしていただいた

ところでございます。 

 この仕組みは、下のほうに絵が書いてございますけれども、受注者が破産したときに、

破産管財人が発注者に対して契約の解除をしますけれども、そうしますと、発注者の方が、

③にあるところで、受注者の方に損害賠償の請求をする。受注者の方は、あらかじめ契約

保証ということで保険会社との間で保証契約が結ばれておりまして、保険会社から発注者

に対して④、保険金が支払われるというたてつけになっております。破産管財人による契

約の解除の場合でも損害賠償の請求ができるということで、２と３のところまでは措置が

されていたところでございますが、最後の保証契約の部分について、私どものほうでもア

ナウンスはさせていただいておりましたし、法律の趣旨としても契約保証の趣旨を鑑みれ

ばそういうことだというふうには思っておるのですが、必ずしも実務のところで保証契約
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の中に破産管財人による解除は、保証の対象になっていない、オプション的に契約の中で

取り扱われているというような実態があるようでございまして、そうした場合ですと、発

注者が違約金を請求したとしても、保険会社としてはそもそもそういう条件になっていな

いので応じないといったようなケースが問題になっているところでございます。 

 こういった問題を今後生じさせないようにするということで、これまでもその意思を示

していたつもりではございますけれども、それを明確化するという観点で、今回、資料１の

第４条の３項、５ページ目でございますけれども、約款のほうで、保証契約は破産管財人

等による解除についても保証するものであることを求める。具体的には第３項のところで

ございますが、受注者が第１項第４号又は第５号、契約保証を付すときには、当該保証は

第５３条第２項第３号から第５号――これが破産管財人等による解除の部分ですけれども

――に規定する契約の解除による損害についても保証するものでなければならないという

ことで、その趣旨を条文上規定して、今後の紛争が生じないようにしてまいりたいと考え

ているところでございます。 

 大変ご説明が長くなりまして恐縮でございますが、説明は以上でございます。 

【大森座長】  どうもありがとうございました。 

 ただいまのご説明に関してご意見、ご質問を賜りたいと思いますけれども、ちょっとボ

リュームがありますので、３つぐらいに分けてご意見を賜りたいと思います。譲渡制限特

約と解除、それから担保期間、その他ぐらいに分けたいと思っていますが、まず、譲渡制

限特約、それから、解除あたりについてのご質問、ご意見等、よろしくお願いします。 

 譲渡制限特約については、前回、全建さんや東京都の方から、特約に違反したことのみ

をもって契約解除とするほうがいいというようなご意見が出ていたように記憶しています

けど、受注者側として何か全国中小建設業協会さんや躯体工業団体連合会さんが何か違う

意見をお持ちだったりするのでしょうか。その辺のこともちょっと聞かせていただければ

ありがたいと思いますが、いかがでしょうか。 

【大木委員】  特にありません。 

【大森座長】  特にない。特にないということは、この案がすばらしいということです

かね。よく練れていると。お褒めの言葉をいただきましたけど。どうぞ。 

【山崎委員】  譲渡の制限について、公共と民間とで若干書きぶりが違っていて、公共

の場合には承諾する場合の要件として資金不足ということを書いているのに対して、民間

工事とか下請なんかは承諾の要件ではなくて外書きする形で書いているのですけど、いい、
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悪いと言っているつもりではないのですけど、具体的に、何でこういうふうに書き分けた

のか、そこら辺の理由と、それによる効果みたいなものがどういうふうに変わってくるの

かというのをお聞きしたいというのが１点です。 

 それからもう１点、解除のところなのですけど、債権譲渡が催告解除という形になって

いるのですけど、ほかのところの履行催告と債権譲渡に伴う履行催告って、相当フェーズ

が違うと思うのですけど、これを一緒くたに書いてしまって、何を履行すれば解除されな

くなるのかというのがさっぱりわからないという。お金を払い渡して債権を戻すという形

をするということなのですかね。あまりイメージがつかないのですけど。ちょっと強引に

履行催告にしたような感じがあるのです。 

 ちょっとその２点についてお聞きしたいと思います。 

【大森座長】  ありがとうございます。事務局のほう、いいですか。 

【平林建設業政策企画官】  最初のほうの譲渡制限のところの公共と民間でたてつけが

違うというところでございますけれども、考え方としては、民間のほうについては基本的

に原則自由だというふうに思っておりますので、その観点で承諾とかという手続にかから

しめる必要というのはないのかなということで、少し違うたてつけにさせていただいてい

るところでございます。 

 後段のほうでいただきました話ですけれども、ここの部分はなかなか難しいところでは

あるのですけれども、実際譲渡されたときに、お金に色はない部分がございますので、も

ちろんお金を戻すということもあるのですが、そのお金に色がついているだけではないも

のですから、どちらかというと、元に戻すという観点でいくと、お金が戻るかどうかとい

うよりは、譲渡された債権自体を元のところに戻すということを一応催告の内容にしては

いかがかということで整理をさせていただいたのですが、ここのところは先ほども議論が

あるかなと思ってお示しをしましたけれども、催告なのか、無催告なのかというのをちょ

っと事務局としても悩んでいる部分でございます。お答えになっているかどうか、あれで

すが。 

【大森座長】  ありがとうございます。ほかの委員の方、どうでしょう。譲渡して、そ

れを催告によって是正するというのは現実的に可能かどうか。事務局のほうも当然悩んで

いらっしゃるのですが、多分難しいかなと。一旦譲渡してしまったものを元に戻せという

のは多分無理だろうという感じが……。そうですよね。だとすると、多くの委員の方は、

やっぱりこれは無催告ではないかというのが大勢だと思います。 
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 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

【山崎委員】  直接の話とずれるのですが、関連するということで、公共約款の第４７条

の７号に、今まで契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないとき

に解除というふうになっていたのですけど、それが催告解除の規定の中で、契約に違反し

たときということで、目的達成というところを落としているというのがあるのですけど、

何で落としたのかということもありますけど、もう一つは、契約に違反したら履行催告し

て契約を解除するというのも非常に違和感があって、解除の要件として、目的達成が抜け

たので広くなり過ぎるのではないかということと、契約に違反したときに何を履行催告さ

れるのかというのがわからないままにこの規定が入っているというのに非常に違和感があ

るということで、ちょっとさっきのことと絡めるのですけど、ここら辺もちょっとお聞き

したいと思いまして。 

【大森座長】  事務局、よろしいですか。 

【平林建設業政策企画官】  済みません、ご指摘をいただいているところはごもっとも

な部分があるかなと思いますので、目的達成のところは我々のほうも十分検討ができてい

なかった部分がございます。ちょっと宿題として持ち帰らせていただければと思います。 

【大森座長】  ちょっといいですかね。私のほうから、これを見ての感想なのですけど、

恐らく改正のほうは民法に合わせたのだと思うのですよね。民法は解除要件が広がってい

るのです。それに合わせているのだろうということが一つだと思います。 

 それから、もう一つ、契約に違反したときの催告は何をというのは、この契約に違反し

た内容、それを是正しろという催告。当然そうだと思います。これは民法の書きぶりと基

本的には同じだろうというふうには思っておりますけど、ちょっと調べた上でご回答いた

だいたほうが正確かもしれません。済みません、ちょっと蛇足ぎみなお話で申しわけない

です。ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

【泉委員】  譲渡制限特約についてなのですけれども、先ほどご説明がありました公共

工事約款のほうにつきましては、請負代金を、税金ですので、それがほかに行かないよう

にということで、こういう請負代金に特化した債権譲渡制限という形でよろしいかと思う

のですが、民民のほうの工事につきまして、具体的に言いますと資料２の５ページ、第６条

ですね。民民のほうはＡとＢの選択制、同じような建付けになっておるのですが、例えば、

第６条のＡのほうは一般的な譲渡制限特約で、これについて、これに違反した場合という
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のが２２ページの第３２条に同じように、第６条第１項の規定に違反して請負代金債権を

譲渡したときということになっているのですが、たてつけからしますと、民民の場合、別

に請負代金債権だけに譲渡制限を限る必要はない。発注者のほうの地位の譲渡というので

すか、権利とか義務の譲渡、他への承継もあろうかと思うのですが、そういったものも勝

手に譲渡できないというのが譲渡制限特約の趣旨かと思いますので、Ａのパターンでした

ら、解除のほうも一般的に、例えば、正当な理由なく第６条に違反して第三者に権利を譲

渡したり義務を承継した場合には、相手方は契約解除できると、相手方は相対の規定にし

ておいたほうが何か素直かなというふうに感じました。民民の場合にはそれぐらいの穏や

かなほうが宜しいかなと思うのですが。ちょっとＢのほうは、公共約款に引きずられて、

なかなかきついなという感じがしますので、穏やかな形で、解除条項で抑えるにしても相

対の、発注者でも、受注者でも、権利を譲渡したら解除という形にしてはどうかと思いま

す。つまり、「正当な理由なく」権利を譲渡した場合は解除、という大きなところを入れて

おけばよろしいのかなと思いますので、そういった方向も検討していただければと思いま

す。 

【大森座長】  はい。特にはいいですか。ご意見として賜るということで。 

【平林建設業政策企画官】  そうですね。ご指摘の部分があろうかと思いますが、一方

で、受注者側の利益として何を守らなければいけないのかというところもちょっと考えな

いといけないかなと思いますので、ここのところも預からせていただきまして、検討させ

ていただければと思います。 

【大森座長】  よろしくお願いします。貴重なご意見、ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。どうぞ。 

【石川委員】  公共の第４７条の４号について伺いたいのですけれども、「工期内に完成

しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき」

という２つのうちの後者の場合、すなわち「工期経過後相当の期間内に工事を完成する見

込みがない」というのは、工期が実際に経過する前の段階で催告をするという状況を想定

しているのかどうかということでございます。もし期間経過後に催告をするということで

あれば、前者の「工期内に完成しないとき」という規定のほうで読めるということになる

のだろうと思いますので、後者が規律しているのは工期が経過する前の段階で催告をする

場合ということになりそうですが、そういうことなのか、ということでございます。この

点について、工期が経過する前の段階で債務の不履行の状態が観念できるのかということ
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になると、それは観念できないのではないかと思います。そういう場合に何を催告すると

いうことになるのでしょうか。不履行や遅滞の状態があるということを前提にしてでない

と、催告という手続を観念できないのではないかということとの関係で、この４号の中身

について少しご説明いただければと思います。 

【大森座長】  事務局のほう、いかがでしょう。 

【平林建設業政策企画官】  ここの部分は前回も少しご説明をさせていただいた部分な

のでございますけれども、一応現行の解釈ということでいきますと、工期内ではなく、工

期経過後相当の期間内に工事を完成できないことが、今の条文では「明らかに」という文

言が入っているのですが、明らかに認められるときのみ解除できるということになってい

まして、逆に言うと、工期経過後相当の期間内に工事を完成できるときには解除できない

ということになっていて、解除要件を厳しくしているところでございます。この趣旨とし

ては、工期経過後相当の期間内に工事を完成できる場合には請負者の交代に伴う混乱です

とか工事の休止といったことが想定されるわけですけれども、こういったことを考慮する

と、解除して新たな請負者と再契約をして工事を続行させるよりも、当初の請負者に工事

を続行させたほうが早期に工事を完成させることができる場合が多いということで、工期

経過後相当の期間内に工事を完成できる場合には解除できないというふうにしているとこ

ろでございます。 

 あと、実際に工期が経過した後については履行遅滞というのが明白であるわけでござい

ますけれども、工期内に完成しないと予想される場合には請負者の努力で場合によっては

おくれを取り戻すということもあり得るので、余裕を見て、工期内ではなくて、工期経過

後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるときというふうに整

理をしているところでございます。 

 この条文についても整理がなかなか悩ましいところではあったのですが、現行の解釈が

そのような解釈で、かなりそういった不利益も考慮して余地を残しているというところで

ございますので、その考え方を引き続き踏襲して、催告解除の部分としては、現行の「明

らかに」というのを削除いたしまして、催告をしてやれば追い上げてやってくれるかもし

れないという期待の部分を、考え方を維持して、今の４号のような書きぶりにさせていた

だいているというところでございます。 

【石川委員】  そうすると、この４号の後者の場合についても、工期がもう既に経過し

ているという状況を前提とした解除の場面であるということですか。 
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【平林建設業政策企画官】  はい。今申し上げたとおり、さようでございます。 

【大森座長】  よろしいでしょうか。 

【石川委員】  はい。 

【大森座長】  ありがとうございます。どうぞ。 

【山崎委員】  済みません、説明があったのかもしれませんけど、十分理解していなく

て。さっきの４号の、その責めに帰すべき事由によりというのを削ったというのは、責め

に帰すべき事由がなくても解除されるということになるということで、非常に厳しくなっ

ているということなのでしょうか。 

【大森座長】  事務局のほう、どうぞ。 

【平林建設業政策企画官】  ここの部分は、解除については今回の民法で帰責事由が必

要なくなっているという部分を踏まえて、先ほど大森座長からも言っていただいた部分も

ありますが、削除をしているということで、ここはその意味では民法改正を踏まえて反映

させていただいているという部分になります。 

【大森座長】  よろしいでしょうか。 

【山崎委員】  民法の留保みたいなのがこのただし書きになるのですか。第４７条の柱

書きのただし書きにあるのは。 

【平林建設業政策企画官】  そうですね。資料１の３９ページの第４７条のただし書き

の部分は、軽微の場合にはこの限りでないというのが民法のほうでつけ加わっております

ので、それを踏まえて、ここのただし書きの部分も書かせていただいております。 

【大森座長】  民法改正は契約解除は少し要件が緩やかになる。だけど、損害賠償に関

しては現行の瑕疵担保責任の状況からはむしろ厳しくなっている。現行法とは若干の差が

あります。 

 よろしいでしょうか。ほかに何かございますか。 

 それでは、ないようですので、次のテーマのほうで、担保期間のほうで少しご意見を賜

りたいと思いますが、いかがでしょうか。どうぞ。 

【仲田委員】  不動産協会の仲田でございます。担保期間についてですけれども、新し

い改正民法で、客観的起算点から１０年、主観的起算点から５年と、長いので、主観的起

算点から１年以内に通知して権利を保存すると。通知の内容は、資料５の１１ページのと

ころに書いてあるように、不適合の種類・範囲を伝える程度でいいというふうにしている

のですよね。今回、担保期間で想定されていることは、期間としては、１４ページのとこ
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ろに２年又は設備機器等１年ということで、かなり客観的なところでも短いという中で、

権利の保存のときに、民法の原則で１年以内に瑕疵の種類とかを通知すればいいというこ

となのですけれども、設備機器なんかに瑕疵があったときに、今のままだと、例えば、知

ってから１カ月とか２カ月とか１年かで切れてしまうというときに、損害賠償額の算定、

請求の根拠まで提示しなければいけないというのは、かなり発注者側に酷なのではないか

なという気がいたします。 

 それとともに、判例のとおりに請求の根拠提示ということを求めても、実際上は、瑕疵

による損害の状況がはっきりしないときに１年とか２年が経過するときには、吹かし目に

請求する金額を書くだけになってしまうのではないか、あまり意味がないのではないかと

いう気もいたしまして、１２ページの①②③のところで、請求の根拠を提示という②が今

の現行の判例のとおりでという案になっていますけれども、①の契約不適合の内容とそれ

に基づく権利行使をする旨を表明する程度でいいのではないかなという気がいたします。

この辺、皆さん、ちょっとご議論いただきたいなと思います。 

【大森座長】  ありがとうございます。事務局のほう、この点に関してどうぞ。 

【平林建設業政策企画官】  確かに、とりあえず私どもとしては現行の規定に近しい、

民法が改正されてというのはもちろん認識をしておるのですけれども、今回、１年以内通

知を適用しないということもありますので、現行と同じような取り扱いでどうかなとは思

っておりますが、おっしゃるようなご意見もあるかと思いますので、逆に受注者側のほう

のご意見も踏まえて考えさせていただければと思いますので、受注者側の皆様からのご意

見もいただければありがたいなと思っております。 

【大森座長】  この点に関してどうでしょうか、ほかの委員の方々。少しご意見を賜り

たいと思いますが。どうぞ。 

【土志田委員】  全中建でございます。私の考えとしては、瑕疵担保期間、担保期間と

いうのは、受注者側としては短ければ短いほどありがたいと、かように思っております。 

 以上です。 

【大森座長】  率直なご意見、ありがとうございます。ほか、いかがですか。石川委員、

どうですかね。 

【石川委員】  私はこちらの内容でよろしいのではないかと思っております。 

【大森座長】  難しいなら難しいと言っていただけると非常にありがたい。 

【石川委員】  私自身はこちらの原案通りで問題ないのではないかと考えております。 
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【大森座長】  ありがとうございます。ちょっと事務局のほうでもまた個別にでもお聞

きになりながら。大事なところですので、慎重に取り扱っていただければと思います。 

【平林建設業政策企画官】  承知いたしました。 

【大森座長】  ほか。どうぞ。 

【仲田委員】  私が申し上げたいのは、民法の原則で、権利保存期間で、知ってから１年

間準備する期間があるわけですよね。請求の根拠なんかも示せるだけの準備期間があって

も、瑕疵の内容を種類とか範囲を示すだけでいいとされているのに、これだと、知ってか

ら、例えば１カ月とか２カ月とか、極端な場合は１時間後とか３日後とかに請求の根拠ま

で提示しなければならないというのは、かなり原則からして厳しいし、客観的期間が短い

ので、そこまで求めるのかと。書いてもいいのですけど、実際は、そうすると、請求の根

拠を吹かして書くだけになりますよね。あまり意味がないのではないかと、ちょっと強く

申し上げたいと思います。 

【大森座長】  ありがとうございます。事務局のほうも慎重に検討をお願いします。 

【平林建設業政策企画官】  承知いたしました。 

【大森座長】  ほか、いかがでしょうか。どうぞ。 

【山崎委員】  公共の第５５条の３項なのですけど、今まで第４４条のほうで、故意又

は重過失の場合の請求期間を○年という形で、例えば１０年という形で規定していたのが、

今回の新しい案では何の規定もないというふうなことになっているのですけど、これは民

法の５年、１０年が適用になるという理解で何も書かなかったということなのでしょうか。

そういうことですか。 

【平林建設業政策企画官】  おっしゃるとおりでございます。前２項の規定を、要する

に短くする規定。資料１の４８ページ、第５５条でございますけれども、ご指摘いただい

たのは３項の部分かと思いますが、「前２項の規定は」と書いてありまして、短くする、２年

とか１年とかという規定については、故意・重過失のときには適用しないということにな

りまして、適用しない場合には、書いていないものですから、民法の原則に立ち返るとい

うことでございますので、５年、１０年といったことになってくるということでございま

す。おっしゃるとおりでございます。 

【山崎委員】  特約で短くすることもできないのでしたっけ、そこは。 

【平林建設業政策企画官】  そこは一応可能だという理解をしておりますが、そういう

理解でよろしかったですかね。 
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【山崎委員】  もし可能だったら、今までやっていたことをあえて限定するというか、

限定してはいけないというふうにする理由は何なのかというのを教えてほしいのですけど。 

【平林建設業政策企画官】  限定してはいけないというのは。 

【山崎委員】  だから、民法の原則から、今までは限定していた、限定できるとしてい

たわけですよね。○年という形で限定できるというふうにしていたのを、今回落とすとい

うことは、もう民法以外の選択肢はありませんよということになってしまうので、それを

やめさせるという、民法以外の選択肢をやめさせなければいけないというのはどういうご

趣旨なのでしょうか。 

【大森座長】  ちょっといいですか。多分、適用しないと書いてあるときに、読んだ人

は民法以外の特約は書けないのかなと思ってしまうとは思いますけど、理屈の上ではそれ

は書けると思います。それでいいですかね。事務局のほうでもし補足があれば。 

【平林建設業政策企画官】  確かにご指摘いただいている部分はあるかなと思っており

まして、○年のところで、実際上は我々のところでこの後にちょっと注が書いてあるので

すけれども、基本的には１０年というのを入れましょうということになっております。そ

こに引きずられて、１０年ということであれば民法の原則と一緒なので、適用しないとい

うことで、民法の原則そのままでよろしいかということで今のような案になっているとい

うことでございますけれども、ただ、おっしゃるとおり、○年の部分は１０年ではない期

間をセットするという余地も現行条文上あるわけでございますので、そういった余地を少

なくとも消すという意味で今の３項を設けたというものではないという部分がございます

ので、少しご指摘を踏まえて、ここの部分の書きぶりは検討させていただければと思いま

す。 

【泉委員】  今、書きぶりはご検討ということで、お任せしますけれども、前回この辺

は確認したのですけれども、前回の説明ではあくまでも、「この限りでない」ということは、

結局、改正民法の原則に戻って、権利を行使できるときから１０年、ないしは権利を行使

することができることを知ったときから５年、どちらか早いほう、プラス、知り得て１年

以内の通知を発注者が行う必要があるということで、民法の原則に戻りますということで

したよね。それが確かに今ご指摘があったように「この限りでない」とするとファジーに

なってしまうので、例えば、決めで１０年とするというようなご検討を今度やっていただ

けるということなのかもしれません。書きぶりはお任せしますが、前回の議論の確認だけ

させていただきました。 
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【大森座長】  ありがとうございます。 

 ほか、いかがですかね。どうぞ。 

【吉見委員】  第５５条ですけれども、１項で○年以内という記述で、２項は１年の担

保責任と明確に書いています。もともとの今の約款でも○年というところで、注で落とし

込んでいたわけですけれども、今回なぜ設備機器だけ年数を書き切っているのかという、

注に落とさなかった理由というのをお聞きしたいのですけれども。 

【平林建設業政策企画官】  ここのところは、基本的には設備機器等というのは物にな

るわけでございますけれども、そちらのほうについては売買ということもありますので、

１年ということで書き切ってもいいのかなと考えまして、１年と書かせていただいている

ところでございます。 

【大森座長】  よろしいですか。 

【吉見委員】  そうすると、ここについてはもう裁量の余地がないというか、１項のほ

うは原則２年ですので、２年以外のものもあり得るけれども、２項についてはもう１年で

ということになるということですね。 

【平林建設業政策企画官】  そうですね。現行の規定に引きずられている部分もござい

ますけれども、今の民間の約款のほうでも１年なり６月ということで書き切っている部分

でもございますので、それと合わせると、書き切ってもいいのかなということでそのよう

に書かせていただいているところでございます。 

【大森座長】  よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 ほか、いかがですか。 

【泉委員】  また確認なのですけれども、これは今、資料５の１４ページを見ますと、

設備の取りつけとかそういった工事に関しては２年。ただ、設備機器本体に関しては１年

という。これは民間約款もそういうたてつけになっており、今までそうなのですが、それ

と同じになるという考え方で基本的にはよろしいですよね。 

【平林建設業政策企画官】  その理解で結構でございます。 

【泉委員】  はい、了解しました。 

【大森座長】  ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

【石川委員】  別の点になるのですけれども、よろしいでしょうか。公共の第５３条と、

第５４条のところで、損害賠償の要件に関して、「その債務の不履行が契約その他の債務の

発生原因及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によ
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るものであるときは、この限りでない」というただし書きがおかれておりますが、ここで

は「契約その他の債務の発生原因」という言葉が入っています。これは改正第４１５条を

もとに書かれたものと思われますけれども、ここでは発生する債権としては契約上の債権

だけで、法定債権を想定していないということであれば、この「その他の債務の発生原因」

という記述は不要なのではないかと思います。実際、公共の第４７条、解除に関する規定

においてこの「取引上の社会通念に照らして」という言葉が出てくるときには、「この契約

及び取引上の社会通念に照らして」という文言になっています。この辺りについて、表現

を揃えるべきなのではないか、また揃えるとすれば解除に関する第４７条の表現の法に揃

える方が実態に則しているのではないかと思います。 

【大森座長】  事務局のほう、どうぞ。 

【平林建設業政策企画官】  ご指摘、ありがとうございます。基本的にはおっしゃると

おりかなと思いますので、検討の上、そちらの方向で対応させていただければと思います。

ありがとうございます。 

【大森座長】  ありがとうございます。どうぞ。 

【泉委員】  今ちょっと第５３条、第５４条が出たので、公共約款の第５４条、受注者

の損害賠償請求のところで、これは４７ページから４８ページにあるのですが、これも同

じように、今、先生がおっしゃられたように、「その他の債務の発生原因」を含んだただし

書きが入っているのですが、ここも同じように検討が必要かと思うのです。第５４条の場

合、金銭債務のことが書いてあって、金銭債務というのは、通常、不可抗力をもって抗弁

とすることができないというように４１９条ではなっているのですが、これはそれを覆す

ように、発注者の責めに帰することができない事由、例えば不可抗力があったときには免

責されるという形になってしまうのでしょうか。４１９条は強行規定のような気もします

ので、どうかなというのがちょっと今、気になったので、つけ足していただきました。 

【平林建設業政策企画官】  ここのところもあわせて、済みません、検討させていただ

ければと思います。ありがとうございます。 

【大森座長】  いろんなご意見、ありがとうございます。どうぞ。 

【山崎委員】  済みません、また戻って恐縮なのですが、さっきの損害賠償のほうは民

法で限定することになったけど、解除自身は非常に広がったということで、さっきの第

４７条の改正があるのですけど、ただ、請負契約の場合は物が残ってしまうので、途中ま

で完成していて、そうしたときに責めに帰すべき事由がないのに解除できるというふうに
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なってしまうと、現在進行中の工事物、普通の契約とちょっと違うのは物が残っていると

いうことだと思うのですよね。その現在進行形の工事が、責めに帰すべき事由がないのに

いきなり解除、催告はするにしてもその期間内にできなかったらやっぱり解除されてしま

うので、解除されてしまったときに、損害賠償はないにしても、その間の工事費とかは請

求できなくなってしまうわけですよね。そういう受注者の損害というのはどうなるのです

かね。責めに帰すべき事由がないのに、損害があったら一方的に負担しなければいけない

ということになってしまうのですけど。そこら辺はすごく違和感があるのですけど。 

【平林建設業政策企画官】  ここの部分については、公共の約款にいきますと、後ろの

４３ページから４４ページにまたがるところですが、第５２条のところで、解除に伴う措

置ということが書いてございまして、公共と民間で若干取り扱いが違うところではござい

ますけれども、完成前については、公共でいきますと、基本的には検査をした上で出来形

部分を引き受ける云々といった手続が１項から８項のところまでずっと事細かにこういう

ことをやるというのが書いてございます。また、９項のところで、完成後に解除されたと

きにはもちろん非常に難しい話になってくるわけでございますけれども、前回、ここの部

分は、そもそも完成前と完成後ということで分けて、条を立てて書いておりましたけれど

も、完成後の解除はあまり想定されないということもあるので、条を立ててまで書く必要

はないのではないかというご意見もありましたので、今回、９項ということで、完成後に

解除された場合には、結局、ではどうするかというのは基本的にレアケースであろうとい

うことと、個別事情によって取り扱いはさまざまかと思っておりますので、なかなかこの

標準約款のほうでどういうことをやるということを書くのは難しいのかなと思いまして、

「発注者、受注者、監理者が民法の規定に従って協議をして決める」という形で書かせて

いただいておりますので、この条項に基づいて措置をしていただくということかなと思っ

てございます。 

【山崎委員】  完成前に完成が見込まれないからと解除されたときは、出来形部分につ

いては当然引き取ってくれるのでしょうけど、出来形ができていない部分、しがかりのと

ころで突然解除されてしまったと。でも、実際には投資をしていて、お金も使っている、

人も使っているというときには、責めがなくてもとにかく解除されると。損害賠償までは

いかないかもしれないけど、責めがなくてもとにかく解除されて、受注者が負担しなけれ

ばいけないというふうになっているというのがちょっと気になるのですけどね。 

【大森座長】  民法全体の仕組みがそういう仕組みになっているものですからね。ディ
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テールの個別の実務に当てはめたときにはそれぞれ多少は出るかもしれない。実はそれを

どこまで書き込んで調整するのかという作業が約款ということにはなるのだろうと思うの

ですけど、非常に難しいところだと思います。ただ、貴重なご指摘なので、それはそれで

事務局のほうで一旦引き取っていただいて、十分検討していただいたほうがいいかなと思

いますので、よろしくお願いします。 

【平林建設業政策企画官】  承知いたしました。 

【大森座長】  ほか、いかがでしょうか。 

【泉委員】  ちょっと細かいところですが、契約不適合責任期間の章の契約不適合の定

義のところなのですけど、前回も数量を入れる、入れないという話がありまして、建設業

法とか住宅品確法に合わせて、数量を入れないと。種類と品質までというお話でした。そ

れで理解したのですが、今回の場合、定義というのが、公共約款の場合、３８ページでい

きなり契約不適合が出てくるのかなと思って調べますと、公共約款の第４条のＢ。だから

５ページですね。５ページで定義されているのかなと思うのですが、そうしますと、５ペ

ージの条項は選択制になっているので、Ａを選択した場合どこに定義が行ってしまうのか

なというのがあります。民間標準約款の定義のほうも同じように見ますと、こちらは定義

がどこにもないようなのですよね。ですから、数量を除くなら除くで構わないのですが、

どこかできちんと定義が必要かなというのが１点あります。 

 それと、ちょっと大きなといいますか、先に進んでしまうのかもしれませんけど、公共

の４０ページの催告解除と無催告解除のところがありますけれども、契約不適合に関して

は、第４７条の場合、６号ですね。正当な理由なく第４５条第１項の履行の追完、契約の

修補がなされないときは解除というのと、無催告のときの第４８条の２号、これは引き渡

された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で

再び建設しなければ契約の目的を達成することができないものであるときというのが無催

告解除と分けてあるのですが、この辺、本来、建設請負契約の契約不適合による解除とい

うのはこの第４８条２号のような限定的な形が理想なのだろうと思うのですが、先ほど大

森座長からありましたように、民法一般の規定に引きなぞらえてしまっているので、第

４７条では、軽微な契約不適合以外は解除できますよというようなことになってしまって

いるのですね。この第４７条の６号と第４８条の２号の関係というのはどういうふうに理

解したらいいのか。第４７条のほうは催告さえすれば軽微以外は解除できますよと大きく

捉えられているのですが、無催告のところはがちがちに厳しくなっている。思うに、受注
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者側としては、本来、第４８条２号のほうのスタンス。売買の場合、瑕疵があるものは契

約解除すればその物を返して、お金のやりとりをし直せばいいわけですから問題ないので

すが、建設請負の場合には、瑕疵があった場合、それを壊す、除却するというのは非常に

ショッキングなことなので、かなり解除要件というのは狭くしないと、これは請負の実態

に合わないのではないかなと思うと、契約不適合の場合、第４８条２号のような規定を一

般に持ってくるということもあってもいいのではないかなと思うわけであります。 

【大森座長】  いかがですか。 

【泉委員】  ご検討いただければというところかと思いますが。 

【平林建設業政策企画官】  まず、最初の契約不適合の定義の部分については、おっし

ゃるとおりでございますので、ちょっと今ですと片側しか措置されていないことになりま

すが、そこのところはご指摘を受けて修正をさせていただきたいと思います。 

 今のところにつきましてもちょっとご指摘を踏まえて検討させていただければとは思い

ますが、基本的には第４８条の２号というのは、先ほど申し上げたとおり、ほぼほぼそう

いった事態はめったにないというふうには思ってはおるのですが、一方で、書かないと、

民法で書いてあるものができないようにも捉まえられる部分がありますので、レアケース

だとは思いますが、書かせていただいております。基本は、その意味でいくと、第４７条

の６号のところで、正当な理由なくというのを書かせていただいているところもあるので

すけれども、ちょっとご指摘を踏まえて、どのようにするか考えさせていただければと思

います。 

【大森座長】  よろしくお願いします。ほか、いかがですか。 

 意見はないようですので、では、最後、その他、今回説明いただいた内容に関しまして、

どこからでも全てに関して何かございましたら、ご意見、よろしくお願いします。どうぞ。 

【泉委員】  その他のところですね。先ほど適正工期のところ、働き方改革をなぞらえ

て、公共約款のほうには、ちょっと何条でしたか忘れましたが、条項が入りました。資料

２の民間のほうでも１９ページの第２９条の３項に、これは下請もそうなのですが、同じ

ように……。民間の場合、発注者は工期の変更をするときは変更後の工期をこの工事に従

事する者に過剰な負担を課す期間としてはならないというのを入れていただいているので

すが、これもちょっとここに入れるのが何か無理がありそうな気がしまして、形としては

公共と同じように別項で規定したほうがよろしいのかなと。第２９条は工期の変更も入っ

ているのですが、工事の変更も規定してある条項なので、ここに入れるのは唐突かなと思
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いまして、ちょっと考えていただければなというのが一つあります。 

 それと、これは公共約款も民間約款もそうなのですが、解除に伴う措置のところで、最

後、清算するときに、発注者、受注者、監理者を含めてと、「監理者」という言葉が入って

きているのですが、これは公共約款のほうは誤りかなと思うのですが、民間約款のほうも

実は資料２の２５ページに同じように、発注者、受注者、監理者というふうに入っている

のですが、これは現行の民間連合約款を見ますと、現行約款では、全部「監理者」という

のを外していまして、発注者と受注者の二者間契約ということで、発注者と受注者間の協

議というふうになっていますので、「監理者」は要らないのかなというところもちょっとご

検討いただければなということ。 

 それと、ちょっと幾つかあって申しわけないのですが、もう１点、民間約款のほうの資

料２ですね。２７ページ、契約不適合の担保期間、第３９条のところなのですが、ここで

先ほどの故意・重過失のときはこの限りでない、適用しないというのが３項で入っておる

のですが、これは３項に入れてしまいますと、基本的には建築設備の機器にもこの故意・

重過失条項がかかってしまう。かけようというご趣旨なのかもしれませんが、現行はあく

までも第３９条の木造１年、コンクリート造２年のとき、ただし書きで、故意・重過失だ

と５年、１０年というふうになっていますので、できれば同じたてつけで、第３９条の１項

のただし書きで、故意・重過失の場合には適用しないというようなのが入るほうがよろし

いのかなと。設備機器関係に関してそこまで期間を延ばす必要があるのかなというのを感

じた次第であります。 

 ちょっと何点か発言させていただきました。 

【大森座長】  事務局のほうでちょっとお願いします。 

【平林建設業政策企画官】  まず１点目、資料２の１９ページ、第２９条、工期の変更

の部分でございますけれども、ここの部分は私どもも特にこだわりがあるというわけでは

ないので、一応工期の変更という条があるものですから、ここのところに一つ入れてみた

ということでございますけれども、特段、委員の皆様の中でここに入れておいたほうがい

いということでなければ、別条を立てて公共と同じように規定することでもよろしいのか

なと思っておりますので、別条を立てないほうがいいという方がいらっしゃれば、おっし

ゃっていただければと思います。 

 それから、２点目の監理者の部分です。資料２の２５ページ、第３６条の６項のところ

でございますけれども、ここの部分につきましては、ご指摘のとおり、今、結構この約款
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の中に「監理者」という文言が残っておるのですけれども、先ほど担保期間１年の設備機

器等々のところで申し上げましたとおり、全体的に実務上使われております旧四会約款と

文言のずれが生じているところが、ここの部分もそうなのかなと思っておりますので、今

後、並びを見ながら、実態を踏まえてちょっとここの部分は修正をさせていただきたいな

と思ってございます。今回追いついておりませんで、申しわけございません。 

 それから、最後の資料２の第３９条、２７ページの第３項のところでございますけれど

も、ここは逆に発注者の方のご意見をいただければと思っております。特にないようでご

ざいましたら、確かに現行の規定上は、故意・重過失のところは、下の条文でいきますと

第２９条の２項のところにしかかかっていないというところでございますので、民間の甲

のところでいきますと第３９条の１項のところにただし書き的に書くということなのかな

と思いますが、今申し上げましたとおり、逆に発注者の方にご意見があれば賜れればと存

じます。 

 以上でございます。 

【大森座長】  ありがとうございます。ただいまの件に関して発注者サイドでは何かあ

りますか。今ちょっとご検討いただく間にほかに何かございましたら。 

【大木委員】  専門工事業者の躯体組合でございますが、監理技術者の専任の緩和とい

うことがその他で出てくるのですけれども、元請技師補ということを設けて、兼務しても

いいという。下請に関しても、二次下請、三次下請は緩和されたのですけれども、一次下

請についても主任技術者補みたいなことをつくって、兼務してもいいようなご検討をいた

だけないか。また、もう一つ、主任技術者は今、経験１０年で任命されてしまいますので、

あまりにもハードルが低いなという感じで、国交省さんも主導されているキャリアアップ

システムがありますので、その中の能力評価について、第２段階か、第３段階か、何かそ

れに基づいて主任技術者の資格というのが、経験１０年だけではなくて、主任技術者の資

格をハードルを上げて、逆に技師補みたいなことを置いて、兼務してもいいような、その

辺を今後の問題としてご検討いただければありがたいなと思っています。 

【平林建設業政策企画官】  約款の規定云々というよりは、政策的なご要望かというふ

うに受けとめてございますけれども、今回の約款との関係ではないので資料の中には盛り

込ませていただいておりませんけれども、ご承知のとおり、主任技術者のほうについても

二次下請のほうについて必ずしも置かなくてもいいですよという制度を今回建設業法の中

で設けさせているところでございます。ご指摘のような点ももちろんご意見としてあろう
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かと思っておりますけれども、まずは今回、監理技術者も主任技術者もこれまで基本的に

は専任でやるというのが原則になっておりましたけれども、それをある意味では初めて外

すという試みをやることになっておりますので、まずは、その制度が来年１０月から動き

出しますけれども、円滑に回るかというのを見据えた上で、特に問題がないということで

あれば今後どういうことがさらにできるかという中で、ご意見も踏まえて検討させていた

だければと思います。 

【大森座長】  ありがとうございます。それでは、何かありますか。 

【仲田委員】  先ほどの契約不適合の担保期間の、民間約款でいうと第３９条の３項の

ところですよね。これを１項のただし書きにしたほうがいいのではないかということです

けれども、設備機器等だから、軽いから、故意・重過失があるときに１０年にまで延ばす

必要がないのではないかということだと思うのですけど、故意・重過失ですから、相当悪

質な場合なので、設備であってもそういった場合は１０年に戻ってくるということでよろ

しいのではないかと思います。 

 あと、さっき言い足りなかったのですけど、さっきの瑕疵担保のところで、やっぱり我々

みたいな不動産デベロッパーだったら損害の算定をして請求するというのは割と短期間で

もできると思うのですけど、民間約款だと、一般の消費者の方が発注者になることがたく

さんあるわけですよね。それを考えたときに、本当に酷ではないのかということをご検討

いただく必要があるのではないかなと思います。 

 以上です。 

【大森座長】  大変貴重なご意見、ありがとうございます。それでは、今のご意見を踏

まえて事務局のほうでご検討のほど、よろしくお願いします。 

【平林建設業政策企画官】  承知いたしました。 

【大森座長】  ほか、いかがでしょうか。 

【泉委員】  済みません、２点ほど言い残しまして。また資料２の民間標準の約款の

２６ページなのですが、これは受注者の損害賠償請求権について第３８条に書いてあるの

ですが、前のページの第３７条は発注者の損害賠償請求権です。第３８条の受注者の損害

賠償請求条項でいう第３５条というのは、契約解除に伴っての損害が発生した場合に賠償

請求ができるという条項ですが、これは第３７条と同じように、契約解除の時の損害賠償

だけでなく、債務の本旨に従った履行をしないときは損害賠償できるという一般則を原則

にしたほうがいいと思います。その上で、先ほどの修飾語ですね、「この契約及び取引上の
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社会通念に照らして」という免責条項も、ここにもやっぱり同じように入ってくるのかな

と。普通の損害賠償条項にしたほうがいいのかなというのが１点。 

 あと、これも資料２の民間標準約款のほうなのですが、３ページ、保証人のところなの

ですけれども、これは限度額の記載になっていますが、第４６５条の２によると極度額に

なっているので、細かい点で済みませんが、法律に合わせるとしたら、極度額の欄かなと

思います。それと、できればここは第４６５条の２に該当する個人包括根保証のときとい

う条文を引用したほうが何となくいいかなというのを感覚的に感じました。 

 あと、もう１点、細かいところで申しわけないのですが、公共約款の４９ページの第

５５条の４項のところなのですが、新しく、これは先ほどご意見をいただいた例の請求の

ところですね。その旨行うのを表明し、請求する損害額の算定の根拠など当該請求の根拠

を示してというところ、これは発注者となっていますが、受注者のという間違いだろうな

というのが１点。ごめんなさい、受注者の契約不適合を問う意思を明確に告げることで行

う……、発注者でいいのですかね、これ。 

【大森座長】  発注者の意思にかかるはずです。 

【泉委員】  意思でにかかるでいいですか。失礼しました。一応以上であります。 

【大森座長】  ありがとうございます。ほかにいかがでしょう。 

【山崎委員】  民間の甲のところの第３７条ですけど、これはほかのところにも全部波

及するかと思うのですけど、第２項で、遅延したときに年１０％の割合の違約金と書いて

いて、多分ほかのところも１０％というのがいろいろ出てくるのですけど、逆に受注者が

発注者に対して年１０％というのも第３８条の２項にあるのですけど、今の金利情勢で

１０％というのをずっと維持しているというのが果たして妥当なのかなと。公共のほうは

たしか政府の支払い利息の政令かなんかに準拠していると思うのですけど、そちらのほう

はいろいろ変わるのかなと思うのですけど、こちらの民間のほうはとにかく１０％で互い

に遅延利息を取り合うみたいな形になっているのが、今の実態からすると、あまりにも高

過ぎるのではないかなという気はするのですけど、ここら辺はどうなのですかね。 

【平林建設業政策企画官】  先ほど日建連さんからいただいたご意見のほうもお答えを

させていただきますと、まず根保証のところは基本的に民法にのっとって書いたほうがわ

かりやすいかと思いますので、特段異議がなければそのような形で対応させていただきた

いと思います。あと、民間の甲の資料２の２６ページの第３７条と第３８条の関係でござ

いますけれども、ここのところもご指摘ごもっともかなと思いますので、少し内容を検討
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させていただいた上で対応させていただきたいと思います。 

 それから、今頂戴いたしました違約金の割合の部分ですが、ここのところはある意味で

は政策的な部分かというふうに思っておりまして、これまでもこういった数字を決めると

きには、ある意味では中建審の中で当然受注者と発注者の間で利害が対立する部分でござ

いますので、まずは発注者の方々のご意見もお伺いをさせていただいた上でということか

なとは思っております。 

【大森座長】  次回までにとりあえずということですかね。 

【平林建設業政策企画官】  はい。では、そこのところはちょっと私どものほうで皆様

方のほうにも別途ご相談をさせていただきながら、どのようにするかというのを考えさせ

ていただければと思います。 

【大森座長】  よろしくお願いします。 

 ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本日の議事は全てこれで終

了しました。進行を事務局にお返しします。 

【西山入札制度企画指導室長】  ありがとうございました。 

 そのほか、何か国交省側から発言などございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、以上をもちまして散会とさせていただきます。委員の皆様におかれましては、

ご多忙のところ、まことにありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


